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＜検討事項＞ 

 次回の部会で検討する「地域子ども・子育て支援事業」の“量の見込み”算出範囲となる、第
5章記載予定の、地域子ども・子育て支援事業の提供区域（教育・保育部会部分） 

＜事務局案＞ 

 平成25年度第2回松山市子ども・子育て会議で設定した、教育・保育提供区域と共通の9区域
を基本とするが、利用実態に応じて事業ごとに設定する。 

事業名 設定区域（案） 

延長保育事業 教育・保育提供区域（９つ） 

一時預かり事業 教育・保育提供区域（９つ） 

実費徴収に係る補足給付を行う事業 市内全域（市内を１つの区域） 

多様な主体が本制度に参入することを
促進するための事業 

市内全域（市内を１つの区域） 

利用者支援事業 市内全域（市内を１つの区域） 

＜基本的な考え方＞ 
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１．延長保育事業 

◇設定区域 

教育・保育提供区域（9区域） 

◇設定理由 

 通常保育の延長であり、通常保育の設定区域である教育・保育提供区域ごとの設定が妥
当であるため。 

◇事業概要 
・一般型：保護者の就労時間等の事情により、開所時間（11時間：午前7時から午後6時）を超えて保育を
行う事業 

・訪問型（新規）：地域型保育給付の居宅訪問型保育に準じ、延長保育においても訪問事業を創設するこ
とにより、施設における少人数の延長保育ニーズ、過疎地域や障がい児等に対応 

◇直近の現状及び実績（平成25年度実績ベース） 
 施設種別 実施施設数 25年度決算額 25年度利用延べ人数 

認定こども園 6/6（園） 32,229,000円 14,579人 

保育所 

公立直営園 12/17（園）  －   円※ 40,149人 

公立委託園 10/10（園） 58,537,962円 15,054人 

私立 33/33（園） 184,973,809円 73,736人 

※公立直営園は延長保育実施部分のみにかかる職員人件費等になるが、特に算出しておらず、記載省略している。 
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２．一時預かり事業 

◇設定区域 
教育・保育提供区域（9区域） 
◇設定理由 

◇事業概要 
・保護者の1か月64時間未満の就労や、傷病・入院、災害・事故、育児等に伴う心理的・肉体的負担の解
消などにより、緊急かつ一時的に保育が必要となる場合に事業を預かる事業。 
・また、平成27年度からは、認定こども園（ 2号（満3歳以上の保育を必要とする子ども）認定を受けた子ど

もを除く）及び施設型給付を受ける幼稚園及び施設型給付を受けない幼稚園のうち、市から一時預かり
事業を受託した幼稚園の預かり保育も対象となる。 

◇直近の現状及び実績（平成25年度実績ベース） 

施設種別 実施施設数 25年度決算額 25年度利用延べ人数 

認定こども園 6/6（園） 23,682,000円 19,406人 

保育所 

公立直営園 7/17（園） 45,118,237円 7,729人 

公立委託園 4/10（園） 18,770,000円 4,800人 

私立 17/33（園） 48,737,000円 11,135人 

幼稚園 

国立 0/1（園）  － 円 － 人 

市立 0/5（園）  － 円 － 人 

私立 38/38（園） － 円 243,200人 

 幼稚園も含め、保育を必要とする世帯の利用が想定され、通常の教育・保育における設定区
域ごとのニーズにも影響を受けることから、教育・保育提供区域ごとの設定が妥当であるため。 

就労による 
利用者推計値 



地域子ども・子育て支援事業の提供区域（案）について 

4 

３．実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

◇設定区域 

市内全域（市内を１つの区域） 

◇設定理由 

事業を必要とする市民に対し、すべての区域に等しく適用するため。 

◇事業概要 
・公定価格の設定と共に国において今後検討するとされているが、現時点では具体的な事業概要は示さ
れていない。 

◇直近の現状及び実績 

平成27年度からの新規事業のため実績なし 
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４．多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新規） 

◇設定区域 

市内全域（市内を１つの区域） 

◇設定理由 

事業を必要とする事業者等に対し、すべての区域に等しく適用するため。 

◇事業概要 
・新規施設等に対する実地支援、相談・助言、小規模保育事業等の連携施設のあっせん等を行う事業。 

◇直近の現状及び実績 

平成27年度からの新規事業のため実績なし 
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５．利用者支援事業 

◇設定区域 

市内全域（市内を１つの区域） 

◇設定理由 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報については、市内全体の情報を集約・発
信する必要があり、一定の区域内のみの利用だけでなく、電話等による区域を超えた、広域
的な利用もあることから、市内全域を対象とする。 

◇事業概要 
・子ども及びその保護者が、認定こども園・幼稚園・保育所での教育・保育や一時預かり、放課後児童クラ
ブ等の地域子育て支援事業等の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう支援する事業 

◇直近の現状及び実績（平成25年度実績ベース） 

・実施場所：松山市役所別館１階総合窓口 
・予算額：0円 
・利用延べ人数：来庁521人、電話492件 

・その他：今年度より“保育相談窓口”から、“保育・幼稚園相談窓口”に名称変更し、各施設等の相談業務
を実施中 
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～参考～ 

教育・保育提供区域  ９区域（平成25年度第2回松山市子ども・子育て会議にて承認済） 

圏域 地区名 

①中心部 番町 八坂 東雲 素鵞 雄郡 新玉 味酒 清水 

②北東部 湯山 日浦 五明 伊台 道後 

③東部 久米 小野 桑原 

④南部 石井 浮穴 荏原 坂本 

⑤西部 余土 垣生 生石 味生 

⑥北西部 宮前 三津浜 高浜 由良 泊 

⑦北部 和気 潮見 堀江 久枝 

⑧北条 浅海 立岩 難波 正岡 北条 河野 粟井 

⑨中島 睦野 東中島 西中島 神和 


